
目

次

告

示

○
青
森
県
認
定
職
業
訓
練
運
営
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
労
政
・
能
力

開

発

課
）
…
一

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
三

出
先
機
関

○
道
路
の
位
置
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
三

公
安
委
員
会

○
青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
運
転
免
許
課
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

青
森
県
認
定
職
業
訓
練
運
営
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
認
定
職
業
訓
練
運
営
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
認
定
職
業
訓
練
運
営
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
一
月
青
森
県
告
示
第
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
消
費
税
等
仕
入
控
除
税
額
の
確
定
に
係
る
報
告
等
)

第
十
条

補
助
事
業
者
は
、
補
助
金
の
額
の
確
定
後
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告
に
よ
り
補

助
金
に
係
る
消
費
税
等
仕
入
控
除
税
額
が
確
定
し
た
場
合
に
は
、
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
補
助
金
消
費
税
等
仕
入
控
除
税
額
報
告
書
（
第
八
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

２

知
事
は
、
補
助
金
消
費
税
等
仕
入
控
除
税
額
報
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
補
助

金
に
係
る
消
費
税
等
仕
入
控
除
税
額
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
規
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
返
還
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第38号令和元年７月31日 水曜日

第
三
十
八
号

令
和
元
年七

月
三
十
一
日

（
水
曜
日
）



附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
認
定
職
業
訓
練
運
営
事
業
費
補
助
金

交
付
規
程
の
規
定
は
、
令
和
元
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
小
山
田
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

小
山
田
隆

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
野
田
二
丁
目
四
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
二
九
）
第
七
一
三
号

五

取
消
年
月
日

令
和
元
年
七
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
係
る

特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
元
年
五
月
二
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。
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令
和
元
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

松
橋
板
金

二

氏
名

松
橋
俊
造

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
富
萢
町
屏
風
山
一
の
六
一
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
一
三
九
九
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
元
年
七
月
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

屋
根
工
事
業
及
び
板
金
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
一
年
一
月
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
吉
義
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

吉
田
セ
イ
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
下
久
保
三
丁
目
二
〇
の
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
三
〇
）
第
六
八
〇
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
元
年
七
月
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ

ん
せ
つ
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
元
年
六
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

西
北
地
域
県
民
局
告
示
第
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六

年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
つ
が
る
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
一
日

西
北
地
域
県
民
局
長

平

野

義

一

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

つ
が
る
市
柏
上
古
川
八
重
崎
三

七
の
一
〇
、
三
七
の
四
四

八
五
・
〇
二
メ
ー
ト

ル

六
･一
〇
メ
ー
ト
ル

令
和
元
･
七･二三

公

安

委

員

会

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
七
月
三
十
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
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う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、

当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
二
（
第
十
一
条
の
二
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
一
条
の
二
関
係
）

路
線
名

区
間

路
線
名

区
間

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

一
般
国

道
百
一

号

青
森
県
青
森
市
浪
岡
大
字
徳
才

子
字
山
本
百
五
番
地
五
十
九
か

ら青
森
県
つ
が
る
市
柏
稲
盛
岡
本

九
十
七
番
地
一
ま
で

青
森
県
つ
が
る
市
柏
稲
盛
幾
世

百
七
十
七
番
地
か
ら

青
森
県
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大

字
北
浮
田
町
字
平
野
百
六
十
三

番
地
四
ま
で

青
森
県
つ
が
る
市
木
造
越
水
長

谷
川
百
六
十
二
番
地
四
か
ら

青
森
県
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大

字
舞
戸
町
字
鳴
戸
三
百
八
十
四

番
地
六
ま
で

一
般
国

道
百
一

号

青
森
県
青
森
市
浪
岡
大
字
徳
才

子
字
山
本
百
五
番
地
五
十
九
か

ら青
森
県
つ
が
る
市
柏
稲
盛
岡
本

九
十
七
番
地
一
ま
で

青
森
県
つ
が
る
市
木
造
越
水
長

谷
川
百
六
十
二
番
地
四
か
ら

青
森
県
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大

字
舞
戸
町
字
鳴
戸
三
百
八
十
四

番
地
六
ま
で

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

一
般
国

道
三
百

三
十
八

号

青
森
県
上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字

尾

字
上
尾

二
十
二
番
地
百

六
十
二
か
ら

青
森
県
上
北
郡
お
い
ら
せ
町
苗

一
般
国

道
三
百

三
十
八

号

青
森
県
上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字

尾

字
上
尾

二
十
二
番
地
百

六
十
二
か
ら

青
森
県
上
北
郡
お
い
ら
せ
町
苗

振
谷
地
二
十
六
番
地
六
ま
で

青
森
県
む
つ
市
旭
町
一
番
十
五

号
か
ら

青
森
県
む
つ
市
横
迎
町
一
丁
目

九
番
十
七
号
ま
で

振
谷
地
二
十
六
番
地
六
ま
で

青
森
県
む
つ
市
中
央
二
丁
目
五

番
二
十
九
号
か
ら

青
森
県
む
つ
市
横
迎
町
一
丁
目

九
番
十
七
号
ま
で

一
般
国

道
三
百

三
十
九

号

青
森
県
五
所
川
原
市
字
下
平
井

町
四
十
二
番
地
二
か
ら

青
森
県
五
所
川
原
市
大
字
太
刀

打
字
柳
川
二
百
六
十
六
番
地
三

ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

県
道
八

戸
百
石

線

﹇
略
﹈

県
道
八

戸
百
石

線

﹇
同
上
﹈

県
道
青

森
五
所

川
原
線

青
森
県
五
所
川
原
市
大
字
太
刀

打
字
早
蕨
九
十
八
番
地
二
か
ら

青
森
県
五
所
川
原
市
大
字
太
刀

打
字
馬
繋
二
十
三
番
地
四
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

県
道
青

森
浪
岡

線

青
森
県
青
森
市
第
二
問
屋
町
二

丁
目
四
番
十
五
号
か
ら

青
森
県
青
森
市
第
二
問
屋
町
四

丁
目
十
番
二
十
六
号
ま
で

青
森
県
青
森
市
大
字
荒
川
字
柴

田
百
六
十
番
地
三
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
大
谷
字
小

谷
一
番
地
二
百
七
十
一
ま
で

県
道
青

森
浪
岡

線

青
森
県
青
森
市
第
二
問
屋
町
二

丁
目
百
十
四
番
地
三
か
ら

青
森
県
青
森
市
第
二
問
屋
町
二

丁
目
二
百
六
十
七
番
地
一
ま
で

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

県
道
弘

前
環
状

青
森
県
弘
前
市
大
字
岩
賀
一
丁

目
七
番
地
一
か
ら

県
道
弘

前
環
状

青
森
県
弘
前
市
大
字
堅
田
字
神

田
三
百
八
十
番
地
二
か
ら
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線

青
森
県
弘
前
市
大
字
津
賀
野
字

浅
田
八
百
三
十
一
番
地
一
ま
で

青
森
県
弘
前
市
大
字
堅
田
字
神

田
三
百
八
十
番
地
二
か
ら

青
森
県
平
川
市
新
山
松
橋
百
三

十
一
番
地
七
ま
で

青
森
県
平
川
市
日
沼
富
田
二
十

八
番
地
五
か
ら

青
森
県
平
川
市
杉
館
松
橋
二
百

六
十
二
番
地
ま
で

線

青
森
県
平
川
市
新
山
松
橋
百
三

十
一
番
地
七
ま
で

青
森
県
平
川
市
日
沼
富
田
二
十

八
番
地
五
か
ら

青
森
県
平
川
市
杉
館
松
橋
二
百

六
十
二
番
地
ま
で

県
道
青

森
環
状

野
内
線

青
森
県
青
森
市
大
字
荒
川
字
柴

田
百
二
十
六
番
地
六
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
新
町
野
字

菅
谷
七
十
四
番
地
二
ま
で

県
道
青

森
環
状

野
内
線

青
森
県
青
森
市
大
字
荒
川
字
柴

田
百
二
十
六
番
地
六
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
野

尻
三
十
七
番
地
四
百
六
十
一
ま

で

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

県
道
荒

川
青
森

停
車
場

線

﹇
略
﹈

県
道
荒

川
青
森

停
車
場

線

﹇
同
上
﹈

県
道
清

水
川
滝

沢
野
内

線

青
森
県
青
森
市
大
字
滝
沢
字
下

川
原
百
七
十
一
番
地
一
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
三
本
木
字

川
崎
百
五
十
八
番
地
一
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

県
道
尾

有
戸

停
車
場

線

﹇
略
﹈

県
道
尾

有
戸

停
車
場

線

﹇
同
上
﹈

県
道
後

青
森
県
上
北
郡
七
戸
町
字
後
平

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

平
青
森

線

七
百
三
十
八
番
地
二
か
ら

青
森
県
上
北
郡
七
戸
町
字
志
茂

川
原
三
百
二
十
番
地
一
ま
で

県
道
後

平
馬
屋

尻
線

青
森
県
上
北
郡
七
戸
町
字
志
茂

川
原
三
百
二
十
番
地
一
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
滝
沢
字
下

川
原
百
七
十
一
番
地
一
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

市
道
花

園
幸
畑

線

﹇
略
﹈

市
道
花

園
幸
畑

線

﹇
同
上
﹈

市
道
三

内
丸
山

三
十
八

号
線

青
森
県
青
森
市
大
字
三
内
字
丸

山
三
百
九
十
三
番
地
百
七
十
三

か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
三
内
字
丸

山
三
百
九
十
三
番
地
二
百
七
十

三
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

市
道
三

内
丸
山

四
十
一

号
線

青
森
県
青
森
市
大
字
三
内
字
丸

山
三
百
九
十
三
番
地
百
七
十
三

か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
三
内
字
丸

山
三
百
九
十
三
番
地
二
百
十
四

ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

市
道
三

内
丸
山

四
十
三

号
線

青
森
県
青
森
市
大
字
三
内
字
丸

山
三
百
九
十
三
番
地
二
百
七
十

八
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
三
内
字
丸

山
三
百
四
十
九
番
地
百
四
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

市
道
野

青
森
県
青
森
市
大
字
合
子
沢
字

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈
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木
酸
ヶ

湯
線

松
森
三
百
七
十
二
番
地
一
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
山

口
百
六
十
四
番
地
三
十
九
ま
で

市
道
野

木
二
号

線

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
野

尻
六
十
一
番
地
四
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
野

尻
四
十
三
番
地
四
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

市
道
新

町
野
野

木
線

青
森
県
青
森
市
大
字
新
町
野
字

菅
谷
七
十
一
番
地
三
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
合
子
沢
字

松
森
三
百
七
十
二
番
地
一
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

市
道
卸

売
団
地

一
号
線

青
森
県
青
森
市
問
屋
町
二
丁
目

十
六
番
八
号
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
八
ツ
役
字

芦
谷
二
百
九
十
五
番
地
二
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

市
道
卸

売
団
地

六
号
線

青
森
県
青
森
市
問
屋
町
二
丁
目

十
五
番
二
十
二
号
か
ら

青
森
県
青
森
市
問
屋
町
二
丁
目

十
六
番
十
一
号
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

市
道
田

屋
敷
松

森
線

青
森
県
青
森
市
南
佃
一
丁
目
四

十
四
番
一
号
か
ら

青
森
県
青
森
市
南
佃
二
丁
目
一

番
一
号
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

市
道
松

森
八
重

田
線

青
森
県
青
森
市
中
佃
一
丁
目
四

番
二
十
六
号
か
ら

青
森
県
青
森
市
中
佃
一
丁
目
二

十
三
番
十
一
号
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

市
道
松

森
佃
百

青
森
県
青
森
市
南
佃
一
丁
目
二

番
三
十
二
号
か
ら

市
道
松

森
佃
百

青
森
県
青
森
市
南
佃
一
丁
目
三

番
三
十
二
号
か
ら

十
八
号

線

青
森
県
青
森
市
大
字
田
屋
敷
字

増
田
十
六
番
地
二
ま
で

十
八
号

線

青
森
県
青
森
市
南
佃
一
丁
目
四

番
三
十
二
号
ま
で

市
道
古

館
二
十

五
号
線

青
森
県
青
森
市
南
佃
一
丁
目
四

番
三
十
一
号
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
古
館
字
安

田
十
四
番
地
三
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

市
道
岡

三
沢
下

田
線

﹇
略
﹈

市
道
岡

三
沢
下

田
線

﹇
同
上
﹈

市
道
一

里
小
屋

線

青
森
県
む
つ
市
大
字
田
名
部
字

赤
川
ノ
内
並
木
九
十
八
番
地
四

か
ら

青
森
県
む
つ
市
大
字
田
名
部
字

赤
川
ノ
内
並
木
七
十
三
番
地
二

十
一
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

市
道
大

曲
・
赤

川
線

青
森
県
む
つ
市
南
赤
川
町
一
番

三
十
号
か
ら

青
森
県
む
つ
市
大
曲
二
丁
目
十

三
番
三
十
三
号
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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長
島
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目
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青
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所
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青
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市
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目
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号
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刷
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式
会
社

毎
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水
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十
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